
Ⅰ）府債発行額・残高等の状況

○ 平成２３年度における府債（地方債）の発行額・償還額・残高の状況は、次のとおりです。

（単位：百万円）

Ⅱ）金利の状況

○ 平成２３年度に発行した府債（地方債）の金利は、次のとおりです。

（単位：百万円）

Ⅲ）減債基金の積立・取崩等の状況

○ 平成２３年度における減債基金の積立・取崩等の状況は、次のとおりです。

（減債基金へ積立を行っている会計の内訳⇒一般・下水・港湾・関空・箕面・不動産・市町村）

（単位：百万円）
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◆府債の状況（平成２３年度決算全会計ベース）◆

※平成21年4月14日付総務省通知（総財地第115号）による満期一括償還地方債の借換については別紙のとおり。

※平成23年度においては、以下の会計の異動（創設・廃止）に伴う債務の移管が行われている。

移管元 → 移管先 金額（百万円）

大阪府水道事業・工業用水道事業会計 → 一般会計 45,787

大阪広域水道企業団 150,034

※「臨財債等」とは、税や交付税の代替として発行した府債（臨時財政対策債、減税補塡債、臨時税収補塡債、減収補塡債）の合計。

※「その他」とは、全会計の府債合計額から臨財債等を除いたもの。

※「積立不足額」とは、満期一括償還の方法により発行した府債の償還のため、知事が定める償還計画に基づいて積み立てられて

いるべき金額に不足する額のこと。

※府では、財政再建団体転落回避のため、13～19年度の間に、減債基金から520,200百万円の借入れを行ってきたが、22年度に

財務マネジメントの適正化の観点から、基金からの借入れの見直しを行った（基金への償還を行うとともに、現金残高にあわせて

基金の処分を実施）。その結果、基金残高が積み立てておくべき額に比べて不足している。 そのため、21年度から減債基金へ

の復元（返済）を実施しており、21～23年度合わせて94,906百万円を復元し、23年度末で425,294百万円の積立不足となっている。

※「決算剰余金」とは、22年度一般会計決算剰余金（1/2相当）の減債基金への編入額。

※23年度積立金の「復元積立」と「決算剰余金」は、臨財債等とその他（臨財債等以外）の積立不足額見合いで按分して積立。
⇒ 臨財債等17,525百万円、臨財債等以外33,845百万円

資料１－（２）
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【参考：減債基金の積立不足の状況】

残高１，６６５

残高１，８６５

過去に減債基金から５，２０２億円の借入れを実施したため、減債基金残高が府の償還計画（積立ルール）に基
づいて積み立てておくべき額に比べて不足。そのため、２１年度から減債基金への復元（返済）を実施しており、２
１～２２年度合わせて４３５億円を復元し、２２年度末で４，７６７億円不足。
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１，４５１

府の積立ルールに基づく積立及び償還に必要な取崩を実施。さらに、積立不足の復元として、２３年度復元
積立と２２年度決算剰余金の１/２相当額の合計５１４億円を積立。決算剰余金を含む復元積立５１４億円につ
いては、臨財債等とその他（臨財債等以外）の積立不足額見合いで按分して積立。
その結果、２３年度末の積立不足額は前年度末より５１４億円減少して４，２５３億円の不足となっている。

○ 平成２３年度末残高

（単位：億円）

臨財債等 １，６５１その他（臨財債等以外） ４，４６７

府の積立ルールに基づく積立必要額 ６，１１８

減債基金とは、府債の償還財源を確保するため、資金を積み立てることを目的に設置された基金。
２３年度決算より、府議会での議論を踏まえて、税や交付税の代替として発行した臨財債等とその他（臨財債等
以外）の減債基金の内訳を示すこととした。
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減債基金の積立不足の復元は、臨財債等とその他（臨財債等以外）の積立不足額見合いで按分して積立。
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○ 復元積立の考え方

※繰上償還等とは、市場公募債等の流通を前提とした証券で発行した府債において、事業の中止など償還を行うべき事由が発生した場合に、

繰上償還に相当する部分を減債基金に積み立てた額等。

なお、繰上償還等には積立不足は生じていない。


